
■消費税の課税対象額の表示について
  課税対象額の総額は、請求書（鑑）の金額をご参照ください。
　料金明細書・料金項目集計表では、項目ごとの消費税額が0円となる場合、
　該当箇所に課税対象額を表記しておりませんので、あらかじめご了承ください。
　なお、内税項目は課税対象額に含まれません。

◆請求書

◆請求書 

ご請求金額はご利用番号ごとに算出し、合算しています。 

課税対象額は料金明細書・料金項目集計表に記載の金額と、以下の理由に

より合致しない場合があります。 

料金明細書・料金項目集計表では、項目毎の消費税額が０円（１円未満のた

め切捨て）となるものは、該当箇所に課税対象額を表記しておりませんので、

あらかじめご了承ください。 



◆料金明細書

◆料金明細書 

ご請求金額はご利用番号ごとに算出し、合算しております。 

ユニバーサルサービス料も課税対象額に含まれます。 

なお、料金明細書では、項目毎の消費税額が０円（１円未満のため切捨て）と

なるものは、該当箇所に課税対象額を表記しておりませんので、あらかじめご

了承ください。 



◆料金項目集計表

◆料金項目集計表 

ご請求金額はご利用番号ごとに算出し、合算しておりますため、項目毎の消

費税額が０円（１円未満のため切捨て）となるものは、料金項目集計表の課税

対象額に含まれておりませんので、あらかじめご了承ください。 


